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船舶修繕I事・契約基準条項について

,召赤口4脅年42月 20日

儀民・日 本 船 主
‐
協 会 ,

銀 日本 造 船 工 業 会

どの船舶修繕工事契約基準粂項はi 獣 日本船主協会 と 観 日本造

船工業会とが協力 して審議 。検討を重ねた結果、昭和 42年 ■ 月々

■写日静主Γ 同 20日、それぞれの理事会におヽいて承認恣れ、その

合意が雛認されたものであ多ます。      
′

'本
「基準条項」は単統す契約書的なものというよつ、修繕工事契約

♂を締結する場合の基本的な考え方を示し、佃 の々船主と造船所間に

ないて実際に契約を締結する場合t相互に尊重して実施すがき契約

工め最大公約教的ルールてあつます。

したがつて、その円滑。有効な実穂が実務面で期待できる工う、成

文化の過程で両会の意見が一致した本「基準条項J ttU定の背景かよ
中

び主要条頑についての見解等を下記の通♭取りまとめましたざ

言E

■
「 基埠条項」制定の背景                 ・

従来、日本船舶の修繕工事は、特別な工事を除いて、文書にエ

ヽ

る
`契

約の締結は実締蔦れてい歳せん。

その背景・には長年にわたつてつちかわれてきた両業界の相互信

頼と確立された商慣智とがあり主これに従つて施工される修繕
/
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工事にふふいて発生 した問題は当事若双方の理解と協調によつて

ぞのたとんどが円満に解決されてきたのが今Rま での姿であ.つ

基した。1・

  ́          1‐    ・・

しかし、昨今の船腹量の急増と船舶の大型化 。待殊化を賠めと

する容観状勢の署しい変化と修繕工事の合理化 。源代化の一瑛

という大局的見地からも、この機会に従来の商慣習を
t再

検討し

て今後に精え、商取引秩序の驀準を条項に取りまとめるべきで

あるとの見解工致をみて、・今回の成文化となつたものでありま

す 。

成文化の前提         
｀

上冨Eの背景.に よつて、成文化された「基準条友Jの前提は次の,

通♭であ♭̀ま す。                  '、
lイl 修縛工事契約の内容は、.々の特殊性を含んでいますが、

|「基本抽には諦負契約である」との合意造みました。 しか

し、具体的には上記特殊性を考慮して商慣習に基づいて、
1

修繕工事の実態を尊重すると,ど とし衰した。
1    

｀

働 また転実務面では種 予々想′し難い問題の発生も考えられ歳

すが、これらは、従来からの両業界の相互信頼、すなわち、

ヽ

2.

.「基準条寝」に記載されてレゝる「宿義と誠実」によつて解

決することとしま
1し

た。

l´う 修繕工事に浄ける損害賂償請求権 (いわゆる
u間

接損害")
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については、当事者淑方にそれぞれ発生の可能性も,あ つ衰

すが、修繕工事の実情あるいは国際的商慣習を考慮して、

「 当面本問題は双方とも提起しな・いJこ ととし、将来、保

険業界その他第二者を交えて慎重箸議する必要性あつとい

うこととな♭衰した。

主要条凍について

両業界て確認 した主要条頂の見解は次の通つであ♭衰す。

lイ)(適 用対象 )iOac前文参照

この「 基準条項」は、長い歴史のとに独自の商:l員習が確立

している日本船舶の修繕工事寮契約のみに適用され、工事の

性格上特に定める内容によつて〕契約を締結している改造工

事等は、この適用から除かれます。

lコl(契 約の成立
・
)。。e。 第 ■条参照    …

本来契約の締結は文書によることが望ましいのですが、修

繕工事の実備に照 らして、国顕による発注の申し出、ある

いは承諾も契約成立の条件に含め衰した。

輩たゝ施Iの円滑化を図るため発注者をす元化しました。

具体的には用船関係にある船舶等か第2項の対象とな♭輩

す。    ヽ              !

仔う (工事の監督 )。 o・ 。第 4粂参照

工事施工の円滑化を図るため、甲の選任する監督者は、正
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務関係者はもと主 【́必要に応じて本船の船長 。機関長等

であつても「 修繕工事に関し、甲を代理する」権限の委設

を受けたものは、すべて監督者としての権利の行使ができ

るとともにそれ本目応の義務を有することを明らかにしまし

た 。

0 (仕 様変更 。追加工事 )。 。。t第 6条参照

「 天災地変その他甲乙両者の責によらない事由」とは、主 .

七
として不可抗力事由

'をいい、その「 処置」とは、加工時期、

方法おヽよび所要経費の負担等を意味 し、これ らはすべて当

事者赤日互の協議対象となつてい域す。

ω  (保全の責任と協力 )。。・。第■■条参照

`船員法工の船長の馨殊な法的地位からみて、■事中の本船

の保全責任は甲にあることを確認しました。

しかし、工事中本船が自力で保全手段を講じ得ない状態も

`'あ ,♭ 衰すので1乙は甲に対し協力義務を負い、明らかに乙

の責と認められる事項については乙の責任としせす。

い  (か し担保責任
・
)。 。6,第 ■2条参照

修繕工事におヽけるかしは、その発生が工事自体に起因する

との立証の.困難性、あるいはその速因が他にある場合等も
ヽ  ゝ

多く、このため「修繕工事には、かし担保責任はないJと
′

1の見解が基本化していせした。
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しかし、今回「 基準条項」制定の趣旨に従つて、両業

界で話しあつた結果、明らかに造船所の責に帰すべ きもの

と認められるかしが発見されて、本文第■2条の通♭69
ヽ   エ

日以内に船主主♭修補方妻講のあつた場合は、かし修補(直

接工事のほか必要な付帯工事を含み衰す )を「 船舶修繕者

賠曽責任保瞼」約款に主つて施工することを確認じfした。
・  h  ゝ

なか、その修補恨度額は、かし1件につき■千万円と,し、

船主、造船所両者協議の上限度額を増額することもできる

こととし衰した。

4 「基準条頂」の実施方法

'「基準粂項」の具体的実施の方法については、個 の々船主と造

船所が「 包梧Jな たは「個別」の契約として、  ｀
.

①本「 基準条頂」をそのまな適用する。         〆

②特に具体的取)決めを必要とする事項のみ別途覚書を作成、

本「 基準条項」に添附して使用する。

③本「基準条頂」記載の内容おヽよび精神に準搬して別途独噛の

表現による契約を締結する。             /

等がうします。

いずれの場合に茎ヽいても、後日の紛争を避けるため、本「基準

条頂」におヽいて「 当事者が契約締結に当た♭みらかじめ協議決

定する」こととなつている.事項は、極力明確にして契約する必
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